
社会福祉伊勢崎市社会福祉協議会 

結婚相談所 相談業務の休止について（お知らせ） 

 
長い間、多くの皆様にご利用いただいております本事業でございますが、コロナ禍

による自粛後、新たな登録者の方もあまり増えずに減少・固定化し、以前のような活

発な相談には戻っていないのが現状です。また、若い世代の方は、マッチングアプリ

の活用が主流になってきていることもあり、従来通りの相談では、新たな出会いの場

が提供しづらくなっております。 

こうしたことから社会福祉協議会としましては、下記のとおり相談所を休止し今後

の運営方法等を見直す期間を設けさせていただきたいと存じます。 

特に、現在、交際中の方やお見合いを希望されている方、新規登録の方には、大変

なご迷惑をおかけし、休止までの短い期間ではございますが、出来る限りのフォロー

アップをいたしますので、何卒、ご了承をくださいますようお願い申し上げます。 

記 

１．休止期間  令和８年４月から当面の間 

・令和７年１２月２１日(日)までの相談日は予定通り実施します。【12 月 26 日(金)は休所】 

・令和８年１月から３月末までは、次の日程のみ実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                受付時間 午後１時～３時 相談時間 午後１時～４時 

２．休止までの相談方法等 

  ①令和７年１１月１０日（月）以降、新規登録者の受付は行いません。 

  ②令和７年１２月以降、新たなお見合い希望等の受付は行いません。 
 

３．休止中の対応 

  ①休止中は相談員を委嘱しておりません。 

②旧相談員への連絡はお控えください。（電話番号登録の削除をお願いします） 

③結婚相談に関するお問い合わせは、伊勢崎市社会福祉協議会 地域福祉推進課へ 

お願いします。（土日祝日・年末年始を除く 平日８：３０～１７：００） 
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ご 連 絡 

１．交際中の皆様・婚活パーティーでカップルになられた皆様へ 

 ・令和７年１２月末までは、従来通り交際の状況を確認させていただきます。 

 ・令和８年４月からの休止以降は、相談員からの確認の連絡等は行いません。 

 ・休止以降、成婚になられた際は、事務局までご連絡をいただけると幸いです。 
 

２．他機関の紹介 

 近隣で結婚相談等を実施している団体の一例です。（全てを把握してはおりません） 
 

 ①桐生市社会福祉協議会 結婚相談 

桐生市社協ホームページ（相談窓口）でご確認ください（電話 0277-46-4165） 

※対象者：成人の独身者。ただし、男性は桐生市、みどり市に在住または桐生市

に在勤の方（女性は在住等限定なし）となっていますので、ご留意ください。 
 

 ②ぐんま赤い糸プロジェクト（あいぷろ） 

結婚を希望される方に出会いの機会（イベント等）を提供する事業です。 

詳細は、群馬県結婚・子育て応援ポータルサイト「ぐんまスマイルライフ」の 

ホームページから検索をお願いします。 
 

 ③SAITAMA 出会いサポートセンター（恋たま） 

  入会条件：埼玉県内に在住、在勤または近い将来埼玉県への移住をお考えの方。

本庄市にサポートセンターがあります。詳細は、埼玉県のＨＰでご確認ください。 
 

 ④ラムールしあわせ結婚相談所 

  群馬県ホームページの「ぐんま女性活躍大応援団登録団体一覧（サービス業）」に

記載されている団体です。詳細は、群馬県のＨＰから検索をお願いします。 

 

３．お預かりしている登録書類等について 

 ①令和８年１２月末までは、本会で保管しています。それ以上の休止または廃止と

なった場合は、本会が責任をもって廃棄処分をさせていただきます。 
 

 ②令和８年１２月末までの間、ご自身の書類の引き取りを希望される場合は、事前

に地域福祉推進課へご連絡をいただいた上で、窓口でお渡しいたします。なお、

その際は、運転免許証等ご本人確認ができる身分証明書をご持参ください。 
 

 ③ご連絡は、土日祝日・年末年始を除く平日８:３０～１７:００にお願いします。 
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